
 
 
 

 

 
 

 原規規発第２０１２０９１号 

 令和２年１２月９日 

 

 

 日本原燃株式会社 

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏 殿 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

日本原燃株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可

（MOX 燃料加工施設）について 

 

 

平成２６年１月７日付け２０１３燃計発第１１号（平成２６年４月１１日付

け２０１４燃計発第２号、平成２６年６月３０日付け２０１４燃計発第６号、平

成２６年１２月２６日付け２０１４燃計発第１２号、平成２７年２月４日付け

２０１４燃計発第１６号、平成２７年１１月１６日付け２０１５燃計発第２８

号、平成２８年６月３０日付け２０１６燃計発第３号、平成２９年５月９日付け

２０１７燃計発第１号、平成２９年１２月２２日付け２０１７燃計発第７号、平

成３０年４月１６日付け２０１８燃計発第１号、平成３０年１０月５日付け２

０１８燃計発第１０号、平成３１年３月８日付け２０１８燃計発第４１号、令和

元年７月３１日付け２０１９燃計発第２５号、令和２年８月２４日付け２０２

０燃建発第７号及び令和２年９月１８日付け２０２０燃建発第１０号をもって

一部補正）をもって、申請のあった上記の件については、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律第１６条第１項の規定に基づき、許可します。 

 


